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〔開議 午前 ９時５９分〕 

議長（南靖久議員） おはようございます。 

 これより本日の会議を開きます。 

 ただいまの出席議員は６名であります。よって、会議は成立をいたしておりま

す。 

 本日の欠席通告者は、５番、村田幸隆議員、７番、内山左和子議員、９番、中

里沙也加議員で、いずれも病気のため欠席であります。 

 最初に、議長の報告ですが、お手元の報告書は朗読を省略し、これより議事に

入ります。 

 本日の議事につきましては、お手元の議事日程第５号により取り進めたいと思

いますので、よろしくお願いいたします。 

 それでは、日程第１、「会議録署名議員の指名」を行います。 

 本日の会議録署名議員は、会議規則第８７条の規定により、議長において、２

番、小川公明議員、３番、濵中佳芳子議員を指名いたします。 

 次に、日程第２、議案第３０号「尾鷲市家庭的保育事業等の設備及び運営に関

する基準を定める条例の一部改正について」から、日程第４、議案第４３号「令

和６年度尾鷲市一般会計補正予算（第３号）の議決について」までの、計３議案

を一括議題といたします。 

 ただいま議題となりました３議案につきましては、所管の行政常任委員会に付

託して御審査を願っておりますので、その経過並びに結果について、委員長の報

告を求めます。 

 行政常任委員会、仲明委員長。 

〔１０番（仲明議員）登壇〕 

１０番（仲明議員） 行政常任委員会へ付託されました議案第３０号「尾鷲市家庭的

保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について」、議

案第３１号「令和６年度尾鷲市一般会計補正予算（第２号）の議決について」、

議案第４３号「令和６年度尾鷲市一般会計補正予算（第３号）の議決について」、

以上、条例関係１件、補正予算関係２件の計３議案につきまして、委員会におけ

る審査の経過並びにその結果について御報告を申し上げます。 

 去る６月１３日に、市長、副市長、教育長並びに関係課長等の出席を求め、詳

細に説明聴取を行い、慎重に審査いたしました結果、当委員会に付託されました

３議案につきましては、いずれも全会一致をもって原案のとおり可決すべきもの
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と決しましたので、御報告を申し上げます。 

 以上をもちまして、行政常任委員会の委員長報告とさせていただきます。 

 よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 

議長（南靖久議員） 以上で委員長の報告は終了いたしました。 

 これより、委員長の報告に対する質疑に入ります。 

 質疑はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

議長（南靖久議員） 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。 

 これより討論に入ります。 

 ただいまのところ討論の通告はございません。 

 討論はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

議長（南靖久議員） 討論なしと認めます。これをもって討論を終結いたします。 

 これより採決を行います。 

 最初に、日程第２、議案第３０号「尾鷲市家庭的保育事業等の設備及び運営に

関する基準を定める条例の一部改正について」を採決いたします。 

 本議案に対する委員長の報告は可決であります。委員長の報告のとおり決する

ことに賛成の方は挙手願います。 

（挙 手 全 員） 

議長（南靖久議員） 挙手全員。 

 挙手全員であります。よって、議案第３０号は原案のとおり可決されました。 

 次に、日程第３、議案第３１号「令和６年度尾鷲市一般会計補正予算（第２号）

の議決について」を採決いたします。 

 本議案に対する委員長の報告は可決であります。委員長の報告のとおり決する

ことに賛成の方は挙手願います。 

（挙 手 全 員） 

議長（南靖久議員） 挙手全員。 

 挙手全員であります。よって、議案第３１号は原案のとおり可決されました。 

 次に、日程第４、議案第４３号「令和６年度尾鷲市一般会計補正予算（第３号）

の議決について」を採決いたします。 

 本議案に対する委員長の報告は可決であります。委員長の報告のとおり決する

ことに賛成の方は挙手願います。 
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（挙 手 全 員） 

議長（南靖久議員） 挙手全員。 

 挙手全員であります。よって、議案第４３号は原案のとおり可決されました。 

 次に、日程第５、発議第２号「防災・減災、国土強靱化対策の拡充を求める意

見書について」を議題といたします。 

 事務局長をして発議の朗読をいたさせます。 

（事務局長 朗読） 

議長（南靖久議員） ただいまの議題の発議につきまして、提出者の提案説明を求め

ます。 

 ３番、濵中佳芳子議員。 

〔３番（濵中佳芳子議員）登壇〕 

３番（濵中佳芳子議員） それでは、発議第２号につきまして、意見書（案）の朗読

をもって提案理由の説明とさせていただきますので、よろしくお願い申し上げま

す。 

 発議第２号、防災・減災、国土強靱化対策の拡充を求める意見書（案）でござ

います。 

 １月１日に最大震度７を観測した令和６年能登半島地震により、特に、能登半

島において甚大な被害が発生した。能登半島は三方を海に囲まれ交通網が脆弱で

あることから、災害時のアクセスルートの確保など様々な課題が浮き彫りとなっ

た。今回の震災から得られた教訓も生かしながら、引き続き、災害に屈しない強

靱な国土づくりを進めることが必要である。 

 現在、令和７年度までを実施期間とする「防災・減災、国土強靱化のための５

か年加速化対策（以下「５か年加速化対策」という。）」により、国と地方が一

体となってハード、ソフトの両面から、防災・減災、国土強靱化対策を集中的に

実施しているが、対策が必要な箇所はいまだ多数存在するため、中長期的視野に

立って具体的目標を掲げ、取組の加速化・深化を図ることが極めて重要である。 

 本市においても、５か年加速化対策を活用し強靱化対策を強化してきたところ

であるが、発生が危惧される南海トラフ地震等に対して事前防災及び減災の取組

を引き続き推し進め、市内の脆弱な社会インフラを整備し、機能を維持する必要

性はいまだ高く、今回の能登半島地震の教訓をふまえ、その重要性は高まってい

る。 

 また、地域住民の安全・安心を確保し、大都市部への過度な一極集中から脱却
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するためにも地方の強靱化対策は必要不可欠である。 

 よって、本市議会は、国において、防災・減災、国土強靱化対策をより一層推

進するために、下記の措置を講じることを強く要望する。 

 記。 

 １ ５か年加速化対策期間完了後においても、昨今の甚大な被害をもたらす地

震・豪雨・豪雪などの災害の状況も踏まえた上で、切れ目なく、継続的・安定的

に国土強靱化の取組を進めるため、必要な事業規模を十分確保した国土強靱化実

施中期計画を令和６年内に策定すること。 

 ２ 道路や電気・通信・上下水道等のライフラインの寸断など能登半島地震に

よる甚大な被害に鑑み、国土強靱化実施中期計画の策定にあたっては国土強靱化

の対象事業を拡大するとともに耐震化の更なる強化等を行うこと。また、資材価

格の高騰や賃金水準の上昇も踏まえ、別枠による必要かつ十分な予算の確保など、

対策の抜本的強化を図ること。なお、その配分に当たっては、社会資本整備の遅

れがみられる地方に十分配慮すること。 

 ３ 令和６年度で終了することとされている緊急浚渫推進事業や令和７年度で

終了することとされている緊急防災・減災事業や緊急自然災害防止対策事業等に

ついては、地方公共団体の取組状況を踏まえ、適切に検討を行い、延長するとと

もに、地方の実情に沿った、より活用しやすい地方債制度にするなど地方財政措

置を拡充すること。 

 ４ 社会資本の適切な整備及び管理に加え、災害発生時の迅速かつ円滑な対応

等のため、国の地方整備局を含め、現場に必要な人員の確保や体制の維持及び充

実を図ること。 

 以上のとおり、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出しようとするも

のであります。 

 皆様の御賛同を賜りますようよろしくお願い申し上げて、提案理由の説明に代

えさせていただきます。 

議長（南靖久議員） 以上で提案理由の説明は終わりました。 

 これより発議に対する質疑に入ります。 

 質疑はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

議長（南靖久議員） 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。 

 これより討論に入ります。 
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 討論はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

議長（南靖久議員） 討論なしと認めます。これをもって討論を終結いたします。 

 これより採決を行います。 

 日程第５、発議第２号「防災・減災、国土強靱化対策の拡充を求める意見書に

ついて」、原案のとおり決することに賛成の方は挙手を願います。 

（挙 手 全 員） 

議長（南靖久議員） 挙手全員。 

 挙手全員であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。 

 ただいま可決されました発議につきましては、関係機関に意見書を提出するこ

とといたします。 

 以上で本日の日程は全部終了いたしました。 

 ここで、市長より御挨拶があります。 

 市長。 

〔市長（加藤千速君）登壇〕 

市長（加藤千速君） 議員の皆様におかれましては、６月３日の開会以来、本日まで

慎重なる御審議を賜り、誠にありがとうございました。 

 本定例会におきまして、議案第３０号「尾鷲市家庭的保育事業等の設備及び運

営に関する基準を定める条例の一部改正について」をはじめとする議案１４件と

報告第３号「専決処分事項の承認について（令和５年度尾鷲市一般会計補正予算

（第１０号））」をはじめとする報告８件につきまして、いずれも御承認を賜り

ましたことに厚く御礼申し上げます。 

 審議の中においていただきました様々な御指摘、御意見につきましては、今後

十分留意の上、市政運営に努めてまいりたいと思います。 

 議員の皆様におかれましては、御健康にはどうか御留意いただき、ますますの

御健勝と御活躍を祈念申し上げまして、簡単ではございますが、本定例会の閉会

の挨拶とさせていただきます。どうもありがとうございました。 

議長（南靖久議員） 去る６月３日開会以来、長い間誠に御苦労さんでございました。 

 これをもちまして、令和６年度第２回定例会を閉会いたします。 

〔閉会 午前１０時１４分〕 
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